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 土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 18 条第 16 項の規定により、西有田 

土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨届出があった。 

  平成 24 年５月 15 日 

               佐賀県知事  古  川     康    

 

役職名 氏 名 住   所 就退任年月日 

理事 岩永 澄則 西松浦郡有田町楠木原乙1620番地 平成24年３月31日退任

〃 浦川 顯義   〃   〃 原明甲2250番地 〃 

〃 馬場 重次   〃   〃 上内野丙2829番地２ 〃 

〃 渡 幸男   〃   〃 桑木原乙2942番地１ 〃 

〃 岩尾 賢一   〃   〃 立部乙2270番地１ 〃 

〃 坂井 德行   〃   〃 下山谷乙508番地 〃 

監事 前田  豊   〃   〃 大木宿乙1322番地４ 〃 

〃 福島  等   〃   〃 楠木原乙496番地 〃 

理事 岩永 澄則 西松浦郡有田町楠木原乙1620番地 平成24年４月１日就任

〃 浦川 顯義   〃   〃 原明甲2250番地 〃 

〃 馬場 重次   〃   〃 上内野丙2829番地２ 〃 

〃 渡 幸男   〃   〃 桑木原乙2942番地１ 〃 

〃 岩尾 賢一   〃   〃 立部乙2270番地１ 〃 

〃 坂井 德行   〃   〃 下山谷乙508番地 〃 

監事 前田  豊   〃   〃 大木宿乙1322番地４ 〃 

〃 福島  等   〃   〃 楠木原乙496番地 〃 

 


